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道路交通法の改正

例年、夏休みとなる時期が近づくと、新規免許取得者の増加に伴い指定自
動車教習所等における高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査の予約
枠が減少し、予約が取りにくくなります。
検査・講習通知書や講習通知書等の通知書がお手元に届いたら、早めに自
動車学校等に予約の電話をしてください。
なお、認定教育・検査を実施している自動車学校等では、手数料が異なる
場合がありますので、各自動車学校等へお問い合わせください。

高齢運転者の方へのお知らせ

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度（青切符）の適用
○ 16歳以上の自転車運転者による信号無視や一時不停止などの一定の
交通違反を対象に交通反則通告制度（青切符）が導入されました。

〇 警察官の警告に従わない場合や、歩行者や他の車両に危険を及ぼし
た場合など、悪質・危険な違反に対して検挙を行い、それ以外の場合
については指導警告を行います。

〇 携帯電話を使用しながらの運転、ブレーキのない自転車の運転や警
報器が鳴っている踏切りを通過する行為は指導警告を経ることなく検
挙の対象となります。


